
　ACCESS が全国で実施する「仮設安全監理者取得講習
会」を受講し、筆記試験に合格すると仮設安全監理者資格
を取得できます。2022 年度までに 15,356 人が仮設安全
監理者の資格を取得しています。
　ACCESS のホームページでは講習会の開催情報を随時
掲載していますのでご確認ください。

仮設安全監理者とは、全国仮設安全事業協同組合（ACCESS）が独自の
カリキュラムで養成した足場安全点検のプロフェッショナルなのだ！

ACCESSが認証した90種類以上の機材別専用チェックリストで
細部にわたり確認
組み立てられた足場を専門家目線で厳しくチェック
厚生労働省の通達※1及び国土交通省の重点対策※2で
「十分な知識・経験を要する者」としてお墨付き

点検の履歴は一目瞭然！
仮設安全監理者専用の「足場安全点検履
歴の証®」に点検の実施内容等を記入しま
す。国土交通省も重点対策に明記してい
ます。

労働局へ定期報告！
仮設安全監理者が実施した点検結果情
報※を所轄労働局へ定期的に報告して
います。

※1：足場からの墜落・転落防止総合対策推進要綱（別添）安衛則の確実な実施に併せて実施することが望ましい「より
安全な措置」等について

※2：平成 25 年度における建設工事事故防止のための重点対策、平成 25 年度における営繕工事事故防止重点対策、公共
住宅の建設工事における足場からの墜落事故防止について

詳しくは
ホームページを
チェックなのだ

仮設安全監理者に
なって点検するぞ！

仮設安全点検のご依頼は別途ご相談ください（有料）

※都道府県ごとに統計処理された安衛則の遵守状況及
び手すり先行工法の普及状況等（年2回）、安衛則及
び推進要綱に基づく手すり先
行工法等の「より安全な措置」
等が適切に実施されている現
場名等を記載した点検実施報
告書（年4回）

仮設安全監理者の資格を取得するには
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な、何が変わるの…？

おい！
大丈夫か⁉️

足場で安全な作業が
できるように 2023年10月
から法令が改正されるのだ

※一部規定は2024（令和6）年4月施行

足場の作業は
まだまだ危険がいっぱい
なのだ！

建設業における墜落・転落災害の死亡者（2022年）　労働者：116名と一人親方等※1 46名の合計※2

※１： 一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行う者であり「一人親方等」にはこれに加えて中小事業主、役員、家族従業員を含める
※２： 労働災害発生状況（厚生労働省）、一人親方等の死亡災害発生状況（厚生労働省）

2022（令和4）年には
　　　　が
　　　　　　 で
命を落としているのだ！！

162人
墜落・転落災害
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本足場の使用を原則化（一側足場の使用範囲の明確化）

労働安全衛生規則 ここが変わる！労働安全衛生規則 ここが変わる！
改正
ポイント

1 確実な足場点検のための点検者の
「指名」と「氏名」の記録保存の義務化

改正
ポイント

2　一側足場は本来、本足場（二側足場）を組むスペースがない狭あいな現場や、
植え込みなど障害物がある場所で使用される片側1本の建地による足場です。
　一側足場は安衛則563条の一部において適用対象外となっており、墜落防止
設備の設置が不十分となる場合が多く、墜落の危険性が高くなっています。
　そこで今回の改正省令では、設置床面の幅を可能な限り１m以上確保し、
本足場を使用することが義務付けられることとなりました。（ただし、足場を
設置する場所の状況により、本足場を使用することが困難な場合は、この限
りでない。）

足場からの墜落防止
措置から強化されるのだ

安衛則の確実な実施に併せて実施することが望ましい「より安全な措置」等について（足場等の安全点検の確実な実施）

●仮設安全監理者資格取得者
●足場の組立て等作業主任者能力向上教育受講者
●計画作成参画者資格取得者
●施工管理者等のための足場点検実務研修資格取得者

厚生労働省労働基準局 安全衛生部長通達：足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について
（基安発0314第 2号 2023年 3月 14日）

足場の点検者は労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を
受講している等「十分な知識・経験を有する者」を点検者として指名するよう要請しています。

2024（令和6）年 4月 1日施行　安衛則561条の２（新設）

足場点検の義務２種類

安衛則567条 安衛則655条

2023（令和 5）年 10月 1日施行　安衛則567条・安衛則568条・安衛則655条

点検結果と措置内容や点検者の氏名を記録し、
足場を使用する仕事が終了するまでの期間中
保存しなければいけません。

注文者による点検

●住宅メーカー　●施工業者  など

　足場の組立て、一部解体または一部変更の後の点検（安全点検）は安衛則で定められ
ていますが、実際には足場の十分な点検が行われていない事例があり、結果として墜
落・転落災害が多く発生しています。
　そのため、今回の改正省令では、事業者や注文者による足場（つり足場含む）の点検
を確実に実施するよう、点検者をあらかじめ「指名」することが義務付けられます。

事業者による点検

●元請け事業者　●下請け事業者  など

仕事を受注し施工している者 仕事を他人に請け負わせる者
（最後次下請け以外の注文者全て）
以下は下請けがいる場合該当

えー！！

オススメを
紹介するのだ。
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でも、足場からの
墜落・転落災害を防ぐには
どれも大事な
ポイントだね！

十分な知識・経験を
有する者って
どうやったらなれるんだー！？

足場の点検は作業者の安全のために
とても重要なのだ。
当該足場の組立て・解体等の
作業を行った者以外で、
十分な知識・経験を有する者が
推奨されているのだ。

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱
第3の3の（5）

もし
違反をすると…

6ヶ月以下の懲役
または

50万円以下の
罰金なのだ！
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